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行政機関の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき， 下記のとおり申出をしま
す

記

1 行政文書開示決定通知書の番号等
＊ 日 付令和2年2月25日

文書番号元受文科高第1643号

該当するものに○印を付してください

求める開示の実施の方法

下表から実施の方法を選択し，
行政文書の名称 「

2

種類・量 実施の方法
・給付型奨学金制度の創設に

伴う非課税措置等（平成28年
10月）

・給付型奨学金の創設に伴う

非課税措置について（平成28
年11月）

・給付型奨学金の創設に伴う
税制改正要望について(平成28
年11月）

・高等教育の無償化の実施に

伴う授業料･入学金の減免措置
及び給付型奨学金に係る非課

税等の所要の措置（平成30年
8月）

・給付型奨学金の差押禁止に

ついて（平成30年10月）

・給付型奨学金を非課税とす

ることについて（平成30年10
月）

・平成31年度税制改正（租
税特別措置）要望措置（新設）
（平成30年10月）

・給付型奨学金を非課税とす

ることについて（平成30年11
月7日）

・給付型奨学金を非課税とす
ることについて（平成30年11
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月16日）

3 開示文書の閲覧を希望する日 令和 年 月 日

＊行政文書開示決定通知書「 （2）事務所における開示を実施することができる日時，場所」に記
載の日の期間内を御記載ください。
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4 「写しの送付」の希望の有無
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写 ここに収入印紙を貼ってください
※収入印紙を貼る前に以下を必ずお読みください。

（開示実施手数料について）

実施を希望される方法に応じて，必要額の収

入印紙をお貼りください（以下の金額は文書全

体を開示した場合の金額です。 ） 。

回

(受付印）
開示実施手数料

弓○円
迅号〃

増
＝

ず-，

、閲覧を希望される場合
2

無料

渉監|電鱗
②複写機により白黒で複写したものの交付を

希望される場合

10円

③複写機によりカラーで複写したものの交付

を希望される場合

30円

霧
上記以外の実施を御希望の場合は，御提出前

にお問い合わせください。
＊問合せ先

文部科学省TELO3-5253-4111 (代表）

（決定の内容について）高等教育局学生・留学生課内線3050

（実施方法等について）大臣官房総務課公文書監理室内線2572
全文謡霊窒



【給付型奨学金制度の創設に伴う非課税措置等】[所得税法､国税徴収法］

口

、要望内容l

給付型奨学金について、「公課の禁止｣による非課税措置や、受給権の保護(差押の禁止等)を
設ける。
L ノ

背景・現状1

高等教育への進学にかかる費用については､所得の多寡にかかわらず相当の額が必要とされるため
得世帯ほど所得に対する進学費用の割合が高く､その経済的負担が重くのしかかっている。

こうした状況を踏まえ､意欲と能力があるにもかかわらず､経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の

進学を後押しするため､給付型奨学金制度を倉l1設するとともに､これに伴う税制上の所要の措置を講じる。 今
ロ

※「未来への投資を実現する経済対策｣(平成28年8月2日閣議決定)(抜粋） 宣
第2章取り組む施策 f
1 .－億総活躍社会の実現の加速 工

(2)若者への支援拡充､女性活躍の推進 下
格差については､それが固定化されないことが大切である｡このため､教育の役割は重要であり、奨学金制度の充実を図る。 （略） 」
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①給付型奨学金I ついて結舗を得､実現する。こついては、

第3章各項目の主な具体的措置

1 .－億総活躍社会の実現の加速

（2）若者への支援拡充､女性活躍の推進

型奨学金の
夕

L

目標・効果’

竺呈」
に対して公課を課したり、その受給権の差押を行った場合､経済的負担の軽減にかかる

そのため、非課税措置や受給権の保護にかかる措置を講じることが不可欠である。



洞1型漿職咽知謀に件う

非訴浦姉盈'二つ"工(報硝''月）

’ 給付型奨学金の創設に伴う非課税措置及び差押の禁止の要望か遅れたことについて

給付型奨学金については、本年8月2日の閣議決定において、 「平成29年度予算編成過

程を通じて制度内容について結論を得、実現する」こととされたことを受け、文部科学省

は、平成28年中に制度設計を決定し、平成30年度から開始することを予定していたとこ

ろである。

このように、本年8月の時点では、制度の詳細が十分に定まっていなかったことから、

税制改正要望の必要性を判断できなかったが、

①与党における議論が9月から開始され、 10月25日に自民党給付型奨学金プロジェク

トチームにおいて中間報告がまとめられたこと、

②当該報告においては、給付のあり方(給付方法）について「免除」の形式ではなく「給

付」の形式による「条件付給付型」が望ましいとされていること

③文部科学省においても、この中間報告も踏まえつつ、 「給付型奨学金検討チーム」に

おいて11月中に審議を取りまとめることとしていること

など、現在、制度設計の検討が急ピッチで進められており、この中において、 「給付」の形

式とする場合に必要となる税制改正の内容が具体化してきたところである。

さらに、自民党PTの中間報告では、給付型奨学金の実施時期について、 「平成29年度

進学者から一部先行して給付を開始することが適当」とされ、平成29年度から制度を開始

することになる可能性が大いに高まっている。

以上のような状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、給付型奨学金の非課税措置

及び差押禁止の措置を行う必要が出てきたものである。



給付型奨学金の創設に伴う非課税措置について

【他の学資金に関する法令で公租公課の規定を設けている例】

■高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）

（受給権の保護）

第12条就学支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さ

えることができない。

（公課の禁止）

租税その他の公課は、就学支援金として支給を受けた金銭を標準として第13条

課することができない。

【所得税法第9条第15号との関係】

給付型奨学金は、経済的に困難な状況にある学生の修学にかかる負担感を軽減するた

めに創設しようとするものである。そのため、奨学生に給付される金銭は、原則として

所得税法第9条第15号の「学資に充てるため給付される金品」に該当するものと解さ

れる。

学費や教材饗だけではなく、下宿燕、食費そただし、給付された奨学金については、

の他の生活費などにも充てられることが想定される この場合には、当該給付された奨

学金が「学資に充てるために給付される金品」に該当するか否かについて疑義が生じる

場合もあると考えられるが、奨学生の金銭的負担を軽減するためには、 これらの使途も

含め、課税される余地を封じておく必要がある。このため、独立行政法人日本学生支援

機構法にも公課禁止規定を置くこととしたい。

【地方公共団体や民間団体が実施している給付金との関係】

高校生等に対する給付については、高等学校等就学支援金について個別法に公課禁止

規定を設けており、他方、地方公共団体や民間団体等が実施している給付については、

所得税法第9条第15項に基づき非課税措置が適用されているものと考えられる。

これと同様に、大学生等に対する給付についても、独立行政法人日本学生支援機構が

実施する給付型奨学金については個別法に公課禁止規定を置くことで非課税措置を講じ

ることとした上で、地方公共団体や民間団体が実施している給付金等については、所得

税法第9条第15項に基づき非課税措置とすることが考えられるところである。



給付型奨学金の創設に伴う受給権の保護（差押の禁止等）について

【税制改正要望の趣旨】

給付型奨学金は、経済的に困難な状況にある学生に対して学資金の支給を行うことで

修学にかかる経済的負担の軽減を図るものであるため、独立行政法人日本学生支援機構

法を改正し、受給権の保護にかかる規定を設けることで、奨学金がその目的のために使

用されることを確保することとしたい。

【規定の内容】

給付型奨学金の受給権が一身専属的であって、譲り渡したり、担保に供したり、又は

差し押さえることができないことを定めることにより、給付された奨学金が経済的に困

難な状況にある学生の修学にかかる負担感を軽減するという趣旨に沿って適切に用いら

れるよう、必要な規定を置くこととしたい。

本条を規定した場合には､給付型奨学金の支給を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、

又は差し押さえても無効となる。なお、この差押は、民事執行法上の差押のみではなく、

国税徴収法上の差押についても禁止されるものと考えている。

k



平成29年度税制改正（租税特別措置）要望事項(園･拡充・延長）

（文部科学府･囿・庁）

制度名 給付型奨学金制度の創設に伴う （差押の禁止等の）所要の措置

税 目 国税徴収法等

要
望
の
内
宝

給付型奨学金について、受給権の保護（差押の禁止等）を設ける等の所要
の措置を要望する。

平年度の減収見込額

(制度自体の減収調
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｢未来への投資を実現する経済対策」
(平成28年8月2日閣議決定） （抜粋）
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政策体系

における

政策目的の

位置付け

政策目標5奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援
の推進

施策目標5－1 意欲‘能力のある学生に対する奨学金事業の
推進

政策の

達成目標

租税特別措

置の適用又

は延長期間
｡ー~q■の庫一勾一≠■b d■＝ロ■‐ｰ‐｡

同上の期間

中の達成

目 標

新規施策のため、検討中

q■■■■■

ー

政策目標の

達成状況
新規施策のため、該当なし。

有
効
性

要望の

措置の

適用見込み

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性）

給付型奨学金の支給を受けた者

給付型奨学金の支給を受けた者における経済的負担の確実な軽
減が見込まれる。

相
当
性

当該要望項

目以外の税

制上の支援

措 置

予算上の

措置等の

要求内容

及び金額

上記の予算

上の措置等

と要望項目

との関係

特になし ｡

給付型奨学金の倉ﾘ設
平成29年度概算要求額一百万円（事項要求）

給権の保護にかかる措置等の所要の措置
給付型奨学金の支給を受けた者における
担の確実な軽減を図ることができるよう

とともに受
とにより、
る経済的負

予算措置
講じる｡こ
学にかか
なる。

を
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(注） 1． 上記要望項目に関する措置の概要1枚紙を添付すること。

2． 上記要望項目に関する措置に係る政策の事前評価書を添付すること。また、拡充・延長要望の措置に係る政策

の事後評価を行っている場合には、併せて事後評価書を添付すること。

3． 各項目は要点を記載し、必要に応じ別紙により補足すること。

4． 「平年度の減収見込額」については、改正減収見込額（単純延長の堀合には「一」 ）を記載し、計算根拠を別

紙に記載すること。記載に当たっては、復興特別所得税、地方法人税及び地方消費税の減収額を含めないこと。

また、 『制度自体の減収額」については、法人税関係の措置以外の措置にあっては参・予算委員会資料(平成28

年7月)①｢法人税関係以外の租税特別措置の増減収見込額｣の計数を、法人税関係の措置にあっては参・予算委員

要望の措置

の妥当性

犬況にある学生に対
修学にかかる経済的負担の軽
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租税特別

措置の

適用実績

租特透明化

法に基づく

適用実態

調査結果

租税特別措

置の適用に

よる効果

(手段として

の有効性）

前回要望時

の達成目標

前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

一

一

q■■■■■

一

一

これまでの

要望経緯

新規要望

担当部局
（課）及び

担当者

高等教育局学生・留学生課
担当課長井上諭一 （内線2514） 代表画5253-4111
担当補佐西川由香 （内線3434） 直通B5253-3050
担当者 真保洋 （内線3128) FAX 6734-3731



会資料（平成28年2月）②『『租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書』 （平成26年度)を基に試算し

た減収額(実績推計)」の計数を、それぞれ記載し、 「改正増減収額」については、②の計数を記載した措置及び

平成27年度又は平成28年度に新設された法人税関係の措置のうち、平成27年度又は平成28年度の『税制改正（内

国税関係）による増減収見込額」に計上されているものの計数を記載すること。この場合において、これらの増

減収（見込）額に計上されていない既存措置又は新設要望の措置については、 「－」を記載すること。

なお、減収(見込)額については『▲』を、増収(見込)額については｢＋｣を、それぞれ付すこと。

5． 『(2)施策の必要性」には、公益性の有無、政府の関与の合理性、国と地方の役割分担の適切さ、民営化。外

部委託の可否等を踏まえ、施策自体の必要性を記載すること。

6 『政策体系における政策目的の位置付け」には、要望の措置の背景にある政策が法律に規定されるなど各府省

庁の政策体系の中で明確に位置付けられている場合にはその旨を記載すること。また、各府省庁の政策評価体系

図における本措置の位置付けを記載し、政策評価体系図を添付すること。

7． 「政策の達成目標』 、 「同上の期間中の達成目標」及び「政策目標の達成状況」は、計数的な指標をもって具体

的に示すこと。

8． 「要望の措置の適用見込み」には、要望の措置の適用事業者（法人）数を、原則として、個人にあっては暦年

で、法人にあっては年度で、それぞれ適切な方法で推計し記載することとし、併せて、適用事業者（法人）の範

囲の見込みを記載すること。なお、算出根拠等の詳細について、別紙に記載し添付すること。

9． 「要望の措置の効果見込み(手段としての有効性)」には、政策目標の達成に係る要望の措置による効果の見込

みを具体的に龍載すること。特に、政策評価法に基づく各府省庁の事前評価において本措置の有効性をどのよう

に見込んでいるかについて記載すること。

10 「予算上の措置等の要求内容及び金額」には、政策評価体系において同一の位置付けに該当する措置について

の要求内容及び金額を記載すること。

11． 「上記の予算上の措置等と要望項目との関係」には、同様の政策目的に係る予算上の措置等との役割分担、予

算上の措置等の代替策の検討状況等を記載すること。

12 『要望の措霞の妥当性」には、要望の措置が、政策目的を実現する手段として的確であり、他の手段に比し有

効である理由、課税の公平原則に照らし、国民の納得できる必要最小限の特例措置となっているか否かを記載す

ること。また、制度創設後おおむね10年を超える長期にわたる措置や適用者数が2桁台以下であるなど適用の少

ない措置については、本制度を存霞する理由も必ず記載すること。

13． 「租税特別措置の適用実績」には、要望の措置が延長又は拡充である場合に、当該措置の適用事業者（法人）

数及び減収額、必要経費（損金）算入額等の実数並びに適用事業者（法人）の範囲を、原則として、個人にあっ

ては暦年で、法人にあっては年度で、過去3年間を目途に記載し、それぞれの暦年又は年度ごとに、前回要望時

に見込んだ減収額等を括弧響きすること。また、実数の把握が困難な場合には、適切な方法で推計し記載するこ

ととし、推計による計数であることを表示すること。併せて、適用数が想定外に僅少でないか、特定の者に偏っ

ていないかといった点、また、括弧書きした前回要望時に見込んだ減収額等と適用実績の減収額等とが相当程度

乖離している場合は、その乖離の原因について十分な分析等を行い、その結果及びその結果を踏まえてもなお本

措置が必要最小限の特例措置となっていること、についても記載すること。なお、算出根拠等の詳細について、

別紙に記載し添付すること。

14 『租特透明化法に基づく適用実態調査結果」には、要望項目が租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法

律に基づく適用実態調査の対象となっている場合に、平成26年度の適用実態調査結果における①租税特別措置法

の条項、②適用件数及び③適用額を記載すること。この条項、適用件数及び適用額は、租税特別措置の適用状況

の透明化等に関する法律施行規則様式第1記載要領第4号の表及び様式第2記載要領第4号の表の租税特別措置

法の条項（区分番号）別の区分によること。なお、要望項目に該当する条項が複数ある場合には、それらの全て

の条項について条項ごとに記載することとし、要望項目が条項別の区分の一部である場合には、その旨を表示す

ること。 、

15． 「租税特別措置の適用による効果(手段としての有効性)」には、要望の措置が延長又は拡充である場合に、政

策目標の達成に係る本措置による効果を具体的に記載すること。特に、政策評価法等に基づく各府省庁の事後評

価等において本措置の有効性が確認されているか否かについて記載すること。

16． 「前回要望時の達成目標」には、直前の創設又は延長要望の際に記載した『同上の期間中の達成目標』を記載

し、 『前回要望時からの達成度及び目標に達していない場合の理由」には、現時点において当該達成目標がどの



程度達成されたかを計数的な指標をもって具体的に示すとともに、前回要望時の目標が達成されていない場合に

は、その理由を必ず記載すること。

17． 平成28年度税制改正において処理することとされた項目のうち、当初要望時と要望の前提となる事実関係が変

更されたこと等により、平成29年度税制改正において措置する必要が生じたものについては、再度要望書を提出

すること。

18． 用紙（添付資料を含む。 ）の大きさは、日本工業規格A4とすること。
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給付型奨学金の創設に伴う税制改正要望について

(支給金額、財源等）の検討状況

ニミロー

制度設計1

＜現在の検討状況＞

与党における議論が9月から開始されており、自民党及び公明党両党にお

ける議論の調整として、両党合同での打合せも実施されている。文部科学省

においても、両党の会議の状況も踏まえつつ、 「給付型奨学金検討チーム」に

おいて検討を行っているところであるが、支給金額や財源を含む制度設計に

ついては、最終的には予算編成過程の中で確定させていくことになる。

＜給付の方式について＞

本年10月25日に取りまとめられた自民党給付型奨学金プロジェクトチー

ムの中間報告では、給付のあり方について「免除」の形式ではなく 「給付」

の形式による「条件付給付型」が望ましいとされている。

差押禁止にかかる規定は、 「給付」の形式を採用する際に必要となるもので

あるところ、 現在、 「給付」の形式に明示的に反対している者はなく、 「給付

型」となる見込みが高いことから、 その方向で準備を進めている。

2法案の検討状況について

差押禁止規定については、他の規定に先行して既に内閣法制局の審査を受

現段階において、差押禁止規定は必要であるとの見解が示されてけており、

いる。今f

また、 鷺

いる。今後、逐条審査を経て最終的な条文案を確定させることになる。

また、逐条審査については、 「給付」の形式を採用することを前提に、近日

中に開始される見込みであり、来年1月末の閣議決定を目指して作業を進め

ることとしている。



【高等教育の無償化の実施に伴う授業料･入学金の減免措置及び給付型奨学金に係る非課税等の所要の措置】
[所得税､国税徴収法］

丁要望内容」 ｢新しい経済政策パｯｹｰジ｣(平成29年12月8日閣議決定)及び｢経済財政運営と改革の基本方針2018｣(平
成30年6月15日閣議決定)に基づき､2020年4月から実施することとされている高等教育無償化においては､大学､短期大学、

高等専門学校､専門学校について､授業料減免措置及び給付型奨学金の拡充を行うこととしており、これらに係る非課税措置
等の税法上の所要の措置を講じる。
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目印 ’給付型奨学金の支給

学生
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授業料･入学金の減免

（債務免除益）
授業料分･入学金

相当額※の交付P一一ー一一一一一二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

､、1
1

※授業料減免措置の上限額は以下の通り。

・国立大学等:費用省令上の標準額 ・公立大学等:国立の同学校種の標準額

・私立大学等:授業料…国立の同学校種の標準額十概ね私立の当該学校種の平均額との差額の2分の1入学金；･ ･私立の当該学校種の平均額 一当
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背景・現状」
○上記閣議決定においては､高等教育無償化について、

①学生が大学等に対して授業料の支払いを行う必要がないようにするとともに、

②支援を受けた学生が学業に専念できるようにするため､学生生活を送るのに必要な生活費を賄え

るような措置を講じる

こととされている。

○現行の所得税法においては､学資に充てるために給付される金品(授業料減免や奨学金)について

は非課税とされるとともに､給付型奨学金は差押禁止とされている。

○したがって､今回の高等教育無償化の実施に伴う授業料･入学金の減免措置及び給付型奨学金の

拡充に際しても、同様に非課税措置等､税法上の所要の措置を講じることが適当である。
04－5

目標・効果」
○授業料の減免措置及び学業に専念できるようにするたふ

に学生生活を送るのに必要な生活費を賄える給付型奨肖

金の支給を確実に実施

○どんなに貧しい家庭に育っても､意欲さえあれば専修弓

校､大学等に進学できる社会を実現

○上記の政策効果を減じないためには､授業料減免措置

及び給付型奨学金について非課税等の措置を講じること力

､不可欠。
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給付型奨学金の差押禁止について

○受給者が過去の債務のために学資支給金の受給権を差し押さえられたり、

融資を受ける等の一時的な利益のために長期間にわたる学資支給金の支給を

受ける権利を失うことで、経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の

高等教育への進学を後押しするという学資支給金の趣旨が没却されることの

ないよう、学資支給金を確実に受給権者に帰属させることが必要であること

から、独立行政法人日本学生支援機構法において、受給権の保護にかかる規定

が置かれている。

独立行政法人日本学生支援機構法（平成十五年法律第九十四号） （抄）

（受給権の保護）

第十七条の五学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は

差し押さえることができない。

○貧困の連鎖を断ち切り、格差の固定化を防ぐため、どんなに貧しい家庭に育

っても、意欲さえあれば専修学校、大学に進学できるようにするため、 2020

年度より給付型奨学金の大幅拡充が行われるところ、学資支給金を確実に受

給権者に帰属させる必要性に変わりは無く、引き続き受給権の保護にかかる

規定を置くこととしたい。



給付型奨学金の創設に伴う受給権の保護（差押の禁止等）について

【税制改正要望の趣旨】

給付型奨学金は、経済的に困難な状況にある学生に対して学資金の支給を行うことで

修学にかかる経済的負担の軽減を図るものであるため、独立行政法人日本学生支援機構

法を改正し、受給権の保護にかかる規定を設けることで、奨学金がその目的のために使

用されることを確保することとしたい。

【規定の内容】

給付型奨学金の受給権が一身専属的であって、譲り渡したり、担保に供したり、又は

差し押さえることができないことを定めることにより、給付された奨学金が経済的に困

難な状況にある学生の修学にかかる負担感を軽減するという趣旨に沿って適切に用いら

れるよう、必要な規定を置くこととしたい。

本条を規定した場合には､給付型奨学金の支給を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、

又は差し押さえても無効となる。なお、この差押は、民事執行法上の差押のみではなく、

国税徴収法上の差押についても禁止されるものと考えている。
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給付型奨学金を非課税とすることについて

（現行の給付型奨学金の扱い）

○所得税法上「学資に充てるために給付される金品」が非課税とされていることから、給付型奨学金

として支給される金銭は非課税の扱いを受けているところ。

○所得税法上の「学資金」には、学費や教材費のみならず修学のために必要不可欠な費用（下宿費

等） も含まれる。また、学資のために給付されたものについて所得税法上非課税となるものであり、

給付された金銭が実際に何に使われたかを確認するものではない。

（新制度の扱い）

○2020年度から実施される新制度において、給付型奨学金は授業料減免と一体となって実施される

ものであり、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう措置を講じ

ることとされており、修学費、課外活動費、通学費、食費（自宅外生に限って自宅生分を超える額を

措置｡)、住居・光熱費（自宅外生に限る｡)、保健衛生費､通信費を含むその他日常費、授業料以外の

学校納付金（私立学校生に限る｡）及び受験料を計上することとしている。

○これらの費用は、修学をするうえで必要不可欠なものであり、所得税法上の「学資金」に該当し、

個別法（独立行政法人日本学生支援機構法）に非課税措置の規程を置かなくとも、所得税法上非課税

となるものである。

○国税局の文書回答事例（※）においても、入学金及び授業料の分に加えて下宿代や通学費用、食

費、教科書や医学書の購入費用などの費用として月額10万円を貸与する奨学金について、学資金と

して相当なものと判断されている。新制度の給付型奨学金の額は検討中であるが、最大でも月額10

万円は超えない見込みである。



（※）名古屋国税局文書回答事例平成24年3月9日

県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりそ

の返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について

（別紙1 事前照会の趣旨）

当県では、県内の地域医療の確保を図ることを目的として、…（略）“･将来当県内の医療機関において

医師として従事しようとする大学の医学部の学生に対して、修学に要する資金を無利息で貸与する制度

(以下『本件制度」という。 ）を実施しています。

本件制度では、本件制度に基づいて奨学金の貸付けを受けた医学生(以下「奨学生」といいます。 ）が、

卒業後一定の期間､医師として当県内の医療機関において医療法第30条の4第2項第5号イからへまで

に掲げる医療に係る業務(以下単に「業務」といいます。）に従事した場合には、奨学金の返還債務を免除

することとしています。

この場合、奨学生が返還債務を免除されたことにより受ける経済的利益については、別紙3のとおり

取り扱われると考えてよろしいか照会いたします。

（略）

（別紙2事前照会に係る取引等の事実関係）

1本件奨学金等の対象者及び貸付金額等

本件制度では、本件規則(平成20年4月施行)に基づき、下表のとおり修学に要する資金を、第1種修

学資金(以下「本件奨学金1」といいます。 ）又は第2種修学資金(以下「本件奨学金2」といい、本件奨学

金1と併せて「本件奨学金等」といいます。 ）として無利息で貸与しています。

なお、本件制度では、奨学生が一定の要件に該当することとなったときに、本件奨学金等の全額につ

いてその返還債務を免除します。

項目 第1種奨学金（本件奨学金1） 第2種奨学金（本件奨学金2）

対象者

次の要件を全て満たす者

①B大学医学部医学科の地域枠入学

者

②大学卒業後の一定期間、県内の医療

機関において、業務に従事する意思の

ある者

次の要件を全て満たす者

①B大学医学部医学科在学者(地域粋

入学者を除く）又は県内出身者であっ

てB大学以外の大学の医学を履修する

課程に在籍している者

②大学卒業後の一定期間、県内の医療

機関において、業務に従事する意思のあ

る者

※他の同種の修学資金の貸付等を受けている者を除く。

募集人数 25名(新規貸付分） 10名(新規貸付分）

貸与金額

月額:100,000円

掻鑿釜
b

■当額且535,800円(年額）

入学金相当額:282,000円(初年度入学時)

(6年間の合計： 10,696,800円）

DJ
■
■
■ 月額:100,000円

(6年間の合計：7,200,000円）

利息 無利息 同左

貸付期間 原則として、大学の正規の修業期間 同左



（略）

（別紙3事前照会者の求める見解となることの理由）

（略）

このように､本件制度においては､学資金の貸与をした者の下での勤務にかかわりなく学資金の貸与及

び返還免除が行われることから、本件奨学金等の貸与及び返還免除と県内医療機関又は指定医療機関で

の勤務という役務の提供とは対価関係になく、その返還免除による経済的利益(債務免除益)は､所得税法

第9条第1項第15号に規定する学資金として、非課税になると考えます。

なお、本件奨学金1では、入学金及び授業料とは別に毎月10万円の奨学金を貸与することとしていま

すが、これは、下宿代や通学費用、食費、教科書や医学書の購入費用など、医学生が修学する上で必要と

認められる範囲で貸与するものであり、学資金として相当なものと考えています。

(回答内容）

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありませ

ん。
■■■■■■■■■■

（略）



給付型奨学金及び授業料減免に係る債務免除益の扱いについて

（成績不良等による返還）

○給付型奨学金及び授業料減免の新制度（以下「新制度」という｡）においては、学業成

績が著しく不良となったと認められるときや、学生等たるにふさわしくない行為があっ

たと認められるときには、給付型奨学金と授業料減免を受けた額を返還しなければなら

ない。

（不正利得の徴収）

○また、新制度において、学生が偽りその他不正の手段によって給付型奨学金又は授業料

減免を受けたときは、国税徴収の例により、措置された額が徴収されることに加え、一定

の加算金が徴収される。

（給付型奨学金の債務免除益）

○給付型奨学金については、成績不良等による返還または不正利得の徴収が行われる場

合、日本学生支援機構が学生から支給した額と加算金の支払いを求める。成績不良等によ

る返還の場合、その後に給付を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により返還

ができなくなったときは、返還が免除されることとなる。

（授業料減免の債務免除益）

○授業料減免については、成績不良等による返還または不正利得の徴収が行われる場合、

各大学等は国に当該学生の授業料減免のための経費と加算金を支払う義務が生じ、また

各大学等は当該学生に授業料減免の経費及び加算金を請求する。その際､学生の補足が困

難である等の理由から、各大学等が当該学生に対する減免経費及び加算金の請求権を放

棄するケースが想定される。

（債務免除益の取扱い）

○貸与型の奨学金制度において返還が免除された場合､所得税法第9条第1項第15号で

学資に充てるため給付される金品（以下「学資金」という｡）が非課税とされていること

から、返還免除による債務免除益も非課税とされている。 （※）このことに鑑みれば、新

制度における給付型奨学金及び授業料減免は非課税の扱いを受ける学資金にあたること

から、その返還を免除されたことによる債務免除益も非課税の扱いを受けることとなる

と考える。

○なお､授業料減免の不正利得の徴収において、大学が学生に対し支払いを免除した場合

の加算金部分については、課税対象となっても問題ないものと考えられる。



（※）名古屋国税局文書回答事例平成24年3月9日

県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事する

ことによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について

（別紙1 事前照会の趣旨）

当県では、県内の地域医療の確保を図ることを目的として、…（略）…将来当県内の医療

機関において医師として従事しようとする大学の医学部の学生に対して、修学に要する資

金を無利息で貸与する制度(以下「本件制度」という。 ）を実施しています。

本件制度では、本件制度に基づいて奨学金の貸付けを受けた医学生(以下「奨学生」とい

います。）が、卒業後一定の期間、医師として当県内の医療機関において医療法第30条の4

第2項第5号イからへまでに掲げる医療に係る業務(以下単に「業務」といいます。）に従事

した場合には、奨学金の返還債務を免除することとしています。

この場合､奨学生が返還債務を免除されたことにより受ける経済的利益については､別紙

3のとおり取り扱われると考えてよろしいか照会いたします。

（略）

（別紙3事前照会者の求める見解となることの理由）

（略）

このように、本件制度においては、学資金の貸与をした者の下での勤務にかかわりなく学

資金の貸与及び返還免除が行われることから、本件奨学金等の貸与及び返還免除と県内医

療機関又は指定医療機関での勤務という役務の提供とは対価関係になく、その返還免除に

よる経済的利益(債務免除益)は、所得税法第9条第1項第15号に規定する学資金として、

非課税になると考えます。

(Ⅲ各）

（回答内容）

標題のことについては、

えありません。

ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支

(略）



乎徹引年織郷1a挺正織瀕､繩
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平成31年度税制改正（租税特別措置）要望事項

(文部科学省）

高等教育の無償化の実施に伴う授業料・入学金の減免措置及び給付型

奨学金の拡充に係る税制上の所要の措置
制度名

所得税、法人税、消費税、登録免許税、国税徴収法税 目

○「新しい経済政策パッケージ」 （平成29年12月8日閣議決定）において、

真に支援が必要な低所得世帯の子供たちの高等教育無償化を実現し、平成32年

4月から実施することとされた。 「経済財政運営と改革の基本方針2018」 （平

成30年6月15日閣議決定）においても同様の内容が記載されている。

○高等教育の無償化は、大学、短期大学、高等専門学校、専門学校（以下「大

学等」という。 ）について、授業料及び入学金（以下「授業料等」という。 ）

の減免措置並びに給付型奨学金の拡充により行うこととされており、文部科学

省に設置した専門家会議の議論も踏まえて、詳細な制度設計の検討を行ってい

るところである。この検討結果も踏まえ、授業料等の減免措置及び給付型奨学

金について非課税及び差押禁止とするなど、所要の措置を講じる必要がある。

要

望

の

内
※なお、所得税法第9条第1項第15号により 「学資に充てるため給付される金

品」は、非課税とされている。

容

(制度自体の減収額） （ 一百万円）
L

(改正増減収額） （ 一百万円）

で

ト
レ



新
設
・
拡
充
又
は
延
長
を
必
要
と
す
る
理
由

(1) 政策目的

急速な少子化が進行すると同時に、貧しい家庭の子供たちほど大学への進

学率が低く、最終学歴によって平均賃金に差がある現状の中で、貧困の連鎖

を断ち切り、格差の固定化を防ぐためには、どんなに貧しい家庭に育って

も、意欲さえあれば、大学等に進学できる社会への改革を実現し、子供を産

み育てる者の経済的負担を軽減する必要がある。

このため、所得が低い家庭の子供たち、真に必要な子供たちに限って高等

教育の無償化を実現することとし、授業料等の減免措置及び給付型奨学金の

拡充を行う。

その際、学生が大学等に対して授業料の支払いを行う必要がないようにす

るとともに、支援を受けた学生が学業に専念できるようにするため、学生生

活を送るのに必要な生活費を賄えるような措置を講じる必要がある。

(2) 施策の必要性

現行、独立行政法人日本学生支援機構法に基づき支給される学資支給金

(給付型奨学金）については､所得税法におけるr学資に充てるため給付

される金品」として非課税とされているとともに、差押禁止措置が適用さ

れているところ。

高等教育無償化に伴う拡充後の授業料等の減免措置及び給付型奨学金に
ついて、これらの措置が適用されないとなると、支給対象者が実質的に支

援の満額を得られないこととなり、施策の目的を十分に達成することがで
きないこととなる。

今
回
の
要
望
に
関
連
す
る
事
項

合
理
性

政策体系

における

政策目的の

位置付け

政策目標4個性が輝く高等教育の振興

施策目標4－1大学などにおける教育研究の質の向上

政策目標5奨学金制度による意欲・能力のある個人への支援の

推進

施策目標5－1意欲。能力のある学生に対する奨学金事業の推進

政策目標6私学の振興

施策目標6－1特色ある教育研究を展開する私立学校の振興

貧困の連鎖を断ち切り、格差の固定化を防ぐため、どんな

に貧しい家庭に育っても、意欲さえあれば専修学校、大学に
進学できる社会へと改革する。所得が低い家庭の子供たち、

真に必要な子供たちに限って高等教育の無償化を実現する。

このため、授業料の減免措置の拡充と併せ、給付型奨学金の

支給額を大幅に増やす。 、

第一に、授業料の減免措置については、大学、短期大学、

高等専門学校及び専門学校（以下「大学等」という。 ）に交
付することとし、学生が大学等に対して授業料の支払いを行

う必要がないようにする。

｢新しい；径済政夛 iパッケージ」 （瓦 z成29年12長 8日）



有
効
性

相
当
性

政策の

達成目標

租税特別措

置の適用又

は延長期間

｡‐‐一年一口一．■~⑤ーー‐‐一一一

同上の期間

中の達成

目 標

政策目標の

達成状況

要望の

措置の

適用見込み

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性）

当該要望項

目以外の税

制上の支援

措 置

予算上の

措置等の

要求内容

及び金額

第二に、給付型奨学金については、学生個人に対して支払

うこととする。これについては、支援を受けた学生が学業に

専念できるようにするため、学生生活を送るのに必要な生活

費を賄えるような措置を講じる。

真に支援が必要な、所得が低い家庭の子供たちに限って、

大学などの高等教育無償化を実現する。住民税非課税世帯の

子供たちについて、授業料の減免措置を拡充するとともに、

学生生活を送るのに必要な生活費を賄えるよう、給付型奨学

金を拡充する。これに準ずる世帯の子供たちについても、支

援の崖が生じないよう、必要な支援を段階的に行う。

『；霊済舜･政進 1営と改量ﾐの基本方金 -2018｣ (x z成30年6兵 15日）

高等教育の無償化により、どんなに貧しい家庭に育っても、意

欲さえあれば大学等に進学できるようにする。

q■■■■■
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授業料等の減免措置及び給付型奨学金の支給を受けた学生等

授業料等の減免措置及び給付型奨学金に非課税措置等がなされ

ることにより、支援額が減額されないこととなるため、学生等の

授業料及び学生生活費に係る経済的負担が確実に軽減されること

から、手段として有効である。

地方税でも同様の要望を行っている。

一



上記の予算

上の措置等

と要望項目

との関係

要望の措置

の妥当性

一

高等教育の無償化により、低所得世帯の学生等について、授

業料等の減免措置及び給付型奨学金の支給を行うことは、学生

等の進学・修学に係る経済的負担を軽減するものである。これ

らの支援が課税対象となることなどにより減額された場合、授

業料及び学生生活費の負担が増大することとなるため、政策目

的を達成する上で、非課税措置等を講じることが不可欠であ

る 0

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項

租税特別

措置の

適用実績

租特透明化

法に基づく

適用実態

調査結‘果

租税特別措

置の適用に

よる効果

(手段として

の有効性）

前回要望時

の達成目標

前回要望時

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由

－

■■■■■■

ー

ー

－

これまでの

要望経緯

給付型奨学金制度創設時においては平成29年度税制要望にお

いて、給付型奨学金の差押禁止について要望しており、認めら

れているところ。

担当部局

（課）及び
担当者

高等教育局学生・留学生課
担当課長塩崎正晴 （内線2514）
担当補佐中村明雄 （内線2621）

担当者 石川大輔 （内線3050)
代表画03-5253-4111

直通BO3-6734-3050
FAX O3-6734-3391
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給付型奨学金を非課税とすることについて

（現行の給付型奨学金の扱い）

○所得税法上「学資に充てるために給付される金品」が非課税とされていることから、給付型奨学金

として支給される金銭は非課税の扱いを受けているところ。

○所得税法上の「学資金」には、学費や教材費のみならず修学のために追加的に必要となる費用（下

宿費等） も含まれる。

（新制度の扱い）

○2020年度から実施される新制度において、給付型奨学金は授業料減免と一体となって実施される

ものであり、修学費、課外活動費、通学費、食費（自宅外生に限って自宅生分を超える額を措置｡)、

住居・光熱費（自宅外生に限る｡)、保健衛生費、通信費を含むその他日常費、授業料以外の学校納付

金（私立学校生に限る｡）及び受験料を計上し、措置することとしている。

○これらの費用は、修学をするうえで追加的に必要となるものであり、所得税法上の「学資金」に該

当し、個別法（独立行政法人日本学生支援機構法）に非課税措置の規程を置かなくとも、所得税法上

非課税となるものである。

○国税局の文書回答事例（※）においても、入学金及び授業料の分に加えて下宿代や通学費用、食

費、教科書や医学書の購入費用などの費用として月額10万円を貸与する奨学金について、学資金と

して相当なものと判断されている。新制度の給付型奨学金の額は検討中であるが、最大でも月額10

万円は超えない見込みである。



（※）名古屋国税局文書回答事例平成24年3月9日

県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事することによりそ

の返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について

（別紙1 事前照会の趣旨）

当県では、県内の地域医療の確保を図ることを目的として、…（略）…将来当県内の医療機関において

医師として従事しようとする大学の医学部の学生に対して、修学に要する資金を無利息で貸与する制度

(以下「本件制度」という。 ）を実施しています。

本件制度では、本件制度に基づいて奨学金の貸付けを受けた医学生(以下「奨学生」といいます。 ）が、

卒業後一定の期間、医師として当県内の医療機関において医療法第30条の4第2項第5号イからへまで

に掲げる医療に係る業務(以下単に「業務」といいます。 ）に従事した場合には、奨学金の返還債務を免除

することとしています。

この場合、奨学生が返還債務を免除されたことにより受ける経済的利益については、別紙3のとおり

取り扱われると考えてよろしいか照会いたします。

（略）

（別紙2事前照会に係る取引等の事実関係）

1本件奨学金等の対象者及び貸付金額等

本件制度では、本件規則(平成20年4月施行)に基づき、下表のとおり修学に要する資金を、第1種修

学資金(以下「本件奨学金1」といいます。 ）又は第2種修学資金(以下「本件奨学金2」といい、本件奨学

金1と併せて「本件奨学金等」といいます。 ）として無利息で貸与しています。

なお、本件制度では、奨学生が一定の要件に該当することとなったときに、本件奨学金等の全額につ

いてその返還債務を免除します。

項目 第1種奨学金（本件奨曽白金1） 第2i重奨学金（本件奨学金2）

対象者

次の要件を全て満たす者

①B大学医学部医学科の地域枠入学

者

②大学卒業後の一定期間、県内の医療

機関において、業務に従事する意思の

ある者

次の要件を全て満たす者

①B大学医学部医学科在学者(地域粋

入学者を除く）又は県内出身者であっ

てB大学以外の大学の医学を履修する

課程に在籍している者

②大学卒業後の一定期間、県内の医療

機関において、業務に従事する意思のあ

る者

※他の同種の修学資金の貸付等を受けている者を除く。

募集人数 25名(新規貸付分） 10名(新規貸付分）

貸与金額

月額:100,000円

掻對量》畳担当●■■■■■■■額:535,800円(年額）

入学金相当額282,000円(初年度入学時）
●

(6年間の合計： 10,696,800円）

月額:100,000円

(6年間の合計:7,200!000円）

利息 無利息 同左

貸付期間 原則として、大学の正規の修業期間 同左



（略）

（別紙3事前照会者の求める見解となることの理由）

（略）

このように､本件制度においては､学資金の貸与をした者の下での勤務にかかわりなく学資金の貸与及

び返還免除が行われることから、本件奨学金等の貸与及び返還免除と県内医療機関又は指定医療機関で

の勤務という役務の提供とは対価関係になく、その返還免除による経済的利益(債務免除益)は､所得税法

第9条第1項第15号に規定する学資金として、非課税になると考えます。

なお、本件奨学金1では、入学金及び授業料とは別に毎月10万円の奨学金を貸与することとしていま

すが、これは、下宿代や通学費用、食費、教科書や医学書の購入費用など、医学生が修学する上で必要と

認められる範囲で貸与するものであり、学資金として相当なものと考えています。

(回答内容）

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありませ

ん。
－

(略）



死亡・心身障害による奨学金の返還免除に係る債務免除益の扱いについて

○貸与型奨学金の返還と、成績不良等により返還が求められた場合の給付型奨学金の返

還において、要返還者が死亡又は心身障害により労働能力が制限された場合､要返還者、

連帯保証人又は相続人の願い出により、返還未済額の全部又は一部が免除される。

○免除の決定に当たっては､証明書類により、要返還者が死亡したこと又は心身障害によ

り労働能力が制限されていることを確認することとされており、その事実が確認された

場合には、相続人や連帯保証人が要返還者に代わって返還を行うことができるか否かに

関わらず、返還未済額は免除されることとなる。

○上述のように､本免除制度は､単に奨学金の回収ができなくなったという理由により債

務を免除するものではなく、死亡や心身障害という予測困難な理由で返還ができなくな

った場合に、相続人や連帯保証人に返還の義務が生じたり、労働できないにも関わらず返

還の義務を負う状況になったりしないことを担保し、学生がこのような点を懸念せずに

学資の貸与や支給を受けることを可能にすることで、経済的理由により修学に困難があ

る者への学資の貸与及び支給を適切に実施するための制度である。

○そのため本返還免除制度による債務免除益は、所得税法第9条第15項の学資に充てる

ため給付される金品にあたり、非課税の扱いを受けると考えられる。



給付型奨学金及び授業料減免に係る債務免除益の扱いについて

（成績不良等による返還）

○給付型奨学金及び授業料減免の新制度（以下『新制度」という｡）においては、学業成

績が著しく不良となったと認められるときや、学生等たるにふさわしくない行為があっ

たと認められるときには、給付型奨学金と授業料減免を受けた額を返還しなければなら

ない。

（不正利得の徴収）

○また、新制度において、学生が偽りその他不正の手段によって給付型奨学金又は授業料

減免を受けたときは、国税徴収の例により、措置された額が徴収されることに加え、一定

の加算金が徴収される。

（給付型奨学金の債務免除益）

○給付型奨学金については、成績不良等による返還または不正利得の徴収が行われる場

合、日本学生支援機構が学生から支給した額と加算金の支払いを求める。成績不良等によ

る返還の場合、その後に給付を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により返還

ができなくなったときは、返還が免除されることとなる。

（授業料減免の債務免除益）

○授業料減免については、成績不良等による返還または不正利得の徴収が行われる場合、

各大学等は国に当該学生の授業料減免のための経費と加算金を支払う義務が生じ、また

各大学等は当該学生に授業料減免の経費及び加算金を請求する。その際､学生の補足が困

難である等の理由から、各大学等が当該学生に対する減免経費及び加算金の請求権を放

棄するケースが想定される。

（債務免除益の取扱い）

○貸与型の奨学金制度において返還が免除された場合､所得税法第9条第1項第15号で

学資に充てるため給付される金品（以下「学資金」という｡）が非課税とされていること

から、返還免除による債務免除益も非課税とされている。 （※）このことに鑑みれば、新

制度における給付型奨学金及び授業料減免は非課税の扱いを受ける学資金にあたること

から、その返還を免除されたことによる債務免除益も非課税の扱いを受けることとなる

と考える。

○なお､授業料減免の不正利得の徴収において、大学が学生に対し支払いを免除した場合

の加算金部分については、課税対象となっても問題ないものと考えられる。



（※）名古屋国税局文書回答事例平成24年3月9日

県から奨学金の貸与を受けた医学生が医師免許取得後県内の医療機関に一定期間従事する

ことによりその返還及び利息の支払に係る債務を免除された場合の課税関係について

（別紙1 事前照会の趣旨）

当県では、県内の地域医療の確保を図ることを目的として、…（略）…将来当県内の医療

機関において医師として従事しようとする大学の医学部の学生に対して、修学に要する資

金を無利息で貸与する制度(以下「本件制度」という。 ）を実施しています。

本件制度では、本件制度に基づいて奨学金の貸付けを受けた医学生(以下「奨学生」とい

います。 ）が、卒業後一定の期間、医師として当県内の医療機関において医療法第30条の4

第2項第5号イからへまでに掲げる医療に係る業務(以下単に「業務」といいます。 ）に従事

した場合には、奨学金の返還債務を免除することとしています。

この場合､奨学生が返還債務を免除されたことにより受ける経済的利益については、別紙

3のとおり取り扱われると考えてよろしいか照会いたします。

（略）

（別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由）

（略）

このように、本件制度においては、学資金の貸与をした者の下での勤務にかかわりなく学

資金の貸与及び返還免除が行われることから、本件奨学金等の貸与及び返還免除と県内医

療機関又は指定医療機関での勤務という役務の提供とは対価関係になく、その返還免除に

よる経済的利益(債務免除益)は、所得税法第9条第1項第15号に規定する学資金として、

非課税になると考えます。

(略）

（回答内容）

標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支

えありません。

(略）



紺可理奨営金訊縣縦脚》

恥(諺っ‘‘し(敬濟| '月'6日）

給付型奨学金を非課税とすることについて

（現行の給付型奨学金の扱い）

○所得税法上「学資に充てるために給付される金品」が非課税とされていることから、給

付型奨学金として支給される金銭は非課税の扱いを受けているところ。

○所得税法上の「学盗金」には、学費や教材費のみならず修学のために追加的に必要とな

る費用（下宿費等） も含まれる。

（新制度の扱い）

○2020年度から実施される新制度において、給付型奨学金は授業料減免と一体となって

実施されるものであり、修学費、課外活動費、通学費、食費（自宅外生に限って自宅生分

を超える額を措置｡)、住居・光熱費（自宅外生に限る｡)、保健衛生費、通信費を含むその

他日常費、授業料以外の学校納付金（私立学校生に限る｡）及び受験料を計上し、措置す

ることとしている。

○これらの費用は、修学をするうえで追加的に必要となるものであり、所得税法上の「学

資金」に該当し、個別法（独立行政法人日本学生支援機構法）に非課税措置の規程を置か

なくとも、所得税法上非課税となるものである。

○国税局の文書回答事例（※）においても、入学金及び授業料の分に加えて下宿代や通学

費用、食費、教科書や医学書の購入費用などの費用として月額10万円を貸与する奨学金

について、学賃金として相当なものと判断されている。新制度の給付型奨学金の額は検討

中であるが、最大でも月額10万円は超えない見込みである。

（国税庁回答）

○貴見のとおり取り扱って差し支えない。

〃



死亡・心身障害による奨学金の返還免除に係る債務免除益の扱いについて

○貸与型奨学金の返還と、成績不良等により返還が求められた場合の給付型奨学金の返還

において、要返還者が死亡又は心身障害により労働能力が制限された場合、要返還者、連

帯保証人又は相続人の願い出により、返還未済額の全部又は一部が免除される。

○免除の決定に当たっては、証明書類により、要返還者が死亡したこと又は心身障害によ

り労働能力が制限されていることを確認することとされており、その事実が確認された

場合には、相続人や連帯保証人が要返還者に代わって返還を行うことができるか否かに

関わらず、返還未済額は免除されることとなる。

○上述のように、本免除制度は、単に奨学金の回収ができなくなったという理由により憤

務を免除するものではなく、死亡や心身障害という予測困難な理由で返還ができなくな

った場合に､相続人や連帯保証人に返還の義務が生じたり、労働できないにも関わらず返

還の義務を負う状況になったりしないことを担保し、学生がこのような点を懸念せずに

学資の貸与や支給を受けることを可能にすることで、経済的理由により修学に困難があ

る者への学資の貸与及び支給を適切に実施するための制度である。

○そのため本返還免除制度による縦務免除益は、所得税法第9条第15項の学資に充てる

ため給付される金品にあたり、非課税の扱いを受けると考えられる。

（国税庁回答）

○死亡の場合

死亡により返還債務が当然に免除されるのであれば、要返還者及び相続人のいずれも

課税関係は生じない。

○心身障害の場合

原則として非課税となる学資金として取り扱って差し支えないが､例えば､退学してい

たにもかかわらず給付金の給付を受け続けていたようなケースなど、当該給付金が学資

に当てられず他に流用されていた場合における返還債務の免除は、学資に充てるためと

は認められず、非課税の学盗金には該当しない。



給付型奨学金及び授業料減免に係る債務免除益の扱いについて

（成績不良等による返還）

○給付型奨学金及び授業料減免の新制度（以下「新制度」 という｡）においては、学業成

績が著しく不良となったと認められるときや、学生等たるにふさわしくない行為があっ

たと認められるときには、給付型奨学金と授業料減免を受けた額を返還しなければなら

ない。

（不正利得の徴収）

○また､新制度において、学生が偽りその他不正の手段によって給付型奨学金又は授業料

減免を受けたときは、国税徴収の例により、措置された額が徴収されることに加え、一定

の加算金が徴収される。

〈授業料減免の償務免除益）

○授業料減免については、成績不良等による返還または不正利得の徴収が行われる場合、

各大学等は国に当該学生の授業料減免のための経費と加算金を支払う義務が生じ、また

各大学等は当該学生に授業料減免の経費及び加算金を請求する。その際､学生の補足が困

難である等の理由から、各大学等が当該学生に対する減免経費及び加算金の請求権を放

棄するケースが想定される。

（債務免除益の取扱い）

○貸与型の奨学金制度において返還が免除された場合、所得税法第9条第1項第15号

で学資に充てるため給付される金品（以下「学盗金j という｡）が非課税とされているこ

とから、返還免除による償務免除益も非課税とされている。 （※）このことに鑑みれば、

新制度における給付型奨学金及び授業料減免は非課税の扱いを受ける学資金にあたるこ

とから、その返還を免除されたことによる債務免除益も非課税の扱いを受けることとな

ると考える。

○なお､授業料減免の不正利得の徴収において、大学が学生に対し支払いを免除した場合

の加算金部分については、課税対象となっても問題ないものと考えられる。

（国税庁回答）

○各大学等が免除するルールが定められていないため回答できない。


